
 

 

令和５年度第２回岐阜県地方独立行政法人評価委員会（県立病院関係） 
 

－ 議 事 要 旨 － 
 
 
 
１ 日 時 令和５年８月２１日（月） １４：１５ ～ １５：３０ 
 
２ 場 所 Web 会議（Zoom） 
 
３ 出席者 
［委 員］山口委員長、松波委員、地守委員 
［専門委員］伊在井専門委員、田中専門委員 
［法 人］（地方独立行政法人岐阜県総合医療センター） 桑原理事長兼院長、 

村上副理事長兼副院長兼事務局長 
（地方独立行政法人岐阜県立多治見病院）   近藤理事長兼院長、 

後藤副理事長兼副院長兼事務局長 
（地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院）  大平理事長兼院長 

長屋理事兼事務局長 
［設立団体］（岐阜県） 丹藤健康福祉部長、森島医療整備課長、山内課長補佐兼医療企画係長 

 
４ 議事等 

［議題１］地方独立行政法人岐阜県総合医療センター・岐阜県立多治見病院・岐阜県立下呂温泉病

院の令和４年度財務諸表について 
［議題２］地方独立行政法人岐阜県総合医療センター・岐阜県立多治見病院・岐阜県立下呂温泉病

院の令和４年度業務実績に関する評価について 
 
５ 配布資料  次第、名簿、資料①－１～①－３、参考、資料②－１～②－３ 
 
６ 議事要旨 
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議事概要 県立病院関係  

 
［審議事項：議題１］ 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター・岐阜県立多治見病院・岐阜県立下呂温泉病院の令

和４年度財務諸表について 

※資料①－１を評価委員会事務局から、資料①－２を各法人の事務局長から説明。 

主な質疑は以下のとおり。 

 

共通 

【松波委員】 

 行政コスト計算書の「住民等の負担に帰するコスト」とは。 

 

【村上副理事長兼副院長兼事務局長】 

 県から支払われる費用のうち、病院が挙げた収益を控除し、最終的に公金で賄われた金額を計

算するもの。 

 

【松波委員】 

 運営費負担金が営業収益と営業外収益の両方に計上されているが、どういうものを営業収益に、

なにを営業外収益に分類しているか。各病院で違うか。 

 

【村上副理事長兼副院長兼事務局長】 

 営業収益に計上しているものは、政策医療及び不採算医療に関する負担金で、営業外収益に計

上しているものは、借入金の利子返済に係る負担金である。県立多治見病院・県立下呂温泉病院

も同様の処理としている。 

 

【山口委員長】 

 本日欠席となった渡部委員からの事前質問があったため、各病院は質問内容を明確にしたうえ

で、回答願う。 

 

県総合医療センター 

【村上副理事長兼副院長兼事務局長】 

 渡部委員から、４点質問があった。 

１．インボイスと電子帳簿保存法の対応状況は。 

適格請求書発行事業者としての登録申請は完了しており、取引業者に対しても登録番号を通知

するとともに先方の登録状況の確認を行っており、問題なく対応している。 

電子帳簿保存法への対応については、電子データで受領した請求書の管理を適切に行う必要が

あるため、その保存方法等について、別途要領を策定し、 2024 年 1月からの適用に向けて準備

しているところ 
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２．臨時損失において、50,130,307 円は退職給付ではないか。 

 当該損失は会計基準改正による過年度に発生した退職給付分であり、令和 4 年 9 月に改訂され

た総務省自治財政局が発行する【「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注

解」に関するＱ＆Ａ】Q87-2 に従い、臨時損失に計上している。 

 

３．新型コロナに伴う補助金収入が前年度対比で 1.8 億円多いが、令和３年度に計上すべきだっ

た補助金はあるか。 

令和 4年 3月分の空床補償の補助金が約 8 千万円分含まれている。これは、令和 3 年度中に県

の予算が不足し、年度末時点で補助が受けられるか明確でなかったため、監査法人と協議のうえ、

令和 3年度の決算で未収金として計上しなかったもの。結果的に令和 4 年度分の補助金として令

和 4年 3 月分の交付を受けたため、令和 4 年度の収益として計上している。 

 

４．長期借入金の明細：平均利率の乖離が大きいが、契約上の利率の差は。借換えの検討はして

いるか。 

 借入金は建物に対するものと医療機器に対するものがあり、前者は償還期間が長いため借入金

の利率が高くなっている。特段高い利率とは考えておらず、現時点では借換えは検討していない。

また、借入金はすべて県からの借入れとなっているため、借換えが必要となった場合は県と協議

する。 

 

 

県立多治見病院 

【後藤副理事長兼副院長兼事務局長】 

渡部委員から、２点質問があった。 

１．インボイスと電子帳簿保存法の対応状況は。 

令和 5 年 3 月に適格請求書発行事業者としての登録申請は完了しており、今後、取引業者及び

患者に適格請求書を交付するための準備を進めている。 

 令和 5年 10月から令和6年 4月までにインボイスに対応した領収書の要求があったときはエク

セルで作成した「領収書記載金額に関する説明書」を発行し、令和 6 年 4 月の新棟開院以降は、

電子カルテシステムからインボイスに対応した領収書を発行する準備を進めている。 

 また、当院事務局各担当者に対し、インボイスに対応した請求書の発行や、事業者からの請求

書がインボイスに対応した請求書であるかの確認等について、勉強会を開催しながら対応につい

て、現在準備を進めている。 

 電子帳簿保存法への対応については、適応内容等について勉強しながら、期限に間に合うよう

に準備を進めているところ。 

 

２．退職給付引当金の基準改定に伴う影響額は、損益計算書のどこに含まれているか。 

 退職給付引当金の基準改定に伴う影響はないため、特に対応していない。 
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県立下呂温泉病院 

【長屋理事兼事務局長】 

 渡部委員から、３点質問があった。 

１．インボイスと電子帳簿保存法の対応状況は。 

 令和 4年 11 月に適格請求書発行事業者としての登録申請は完了しており、関係システムについ

ても改修を終えている。 

 電子帳簿保存法への対応については、電子帳簿保存法の対応については、現在、電子取引案件

を確認しているところですが、消耗品を扱っている一部のメーカーに限られ、件数はかなり少な

いと見込んでいる。 

 今後は、令和 6 年 1 月に向け、事務処理規程の整備や、表計算ソフトによる索引簿の作成など、

電子データの保存に向けた対応を進めていく。 

 

２．退職給付引当金の基準改定に伴う影響額は、損益計算書のどこに含まれているか。 

 退職給付引当金の基準改定に伴う影響はないため、特に対応していない。 

 

３．営業利益では R4 年度に、経常利益では２期連続の損失計上となっているが、減損会計の検討

はしているか。 

減損の兆候については、「営業活動から生じる損益又はキャッシュフローが、継続してマイナス

又はその見込みがあること」と認識している。業務活動によるキャッシュフローは黒字を計上し

ており、減損会計の検討は現在行っていない。 

 

 

【山口委員長】 
資料①－３（意見書（案））のとおり知事に提出することとしてよろしいか。 

 
 （各委員賛同） 
 
【山口委員長】 

異議なしということで、原案のとおり知事に提出することに決定した。 
 
 
［審議事項：議題２］ 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター・岐阜県立多治見病院・岐阜県立下呂温泉病院の令

和４年度業務実績に関する評価について 

※資料②－１、②－２について評価委員会事務局から説明。 

 

【山口委員長】 
県総合医療センターの論点整理について、御意見・御質問はあるか。 

 
（発言なし） 
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【山口委員長】 
 県総合医療センターから、御意見等はあるか。 
 
【県総合医療センター 桑原理事長兼院長】 
 特になし。 

 

【山口委員長】 
県立多治見病院の論点整理について、御意見・御質問はあるか。 

 
（発言なし） 

 
【山口委員長】 

県立多治見病院から、御意見等はあるか。 
 

【県立多治見病院 近藤理事長兼院長】 
特になし。 

 

【山口委員長】 
県立下呂温泉病院の論点整理について、御意見・御質問はあるか。 

 
（発言なし） 

 
【山口委員長】 

県立下呂温泉病院から、御意見等はあるか。 
 

【県立下呂温泉病院 大平理事長兼院長】 
特になし。 

 

【山口委員長】 
資料②－２（３法人の評価案）のとおり、決定することとしてよろしいか。 
 
（各委員賛同） 

 
【山口委員長】 

異議なしということで、原案のとおり決定した。 
 
＜業務実績の全体評価について＞ 

※資料②－３について評価委員会事務局から説明。 
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【山口委員長】 
県総合医療センターの評価（意見）について、御意見・御質問はあるか。 

 
（発言なし） 

 
【山口委員長】 
 県総合医療センターから、御意見等はあるか。 
 
【県総合医療センター 桑原理事長兼院長】 
 特になし。 

 

【山口委員長】 
県総合医療センターの評価（意見）について、異議なしということで、原案のとおり知事に提

出することに決定した。 

 

【山口委員長】 
県立多治見病院の評価（意見）について、御意見・御質問はあるか。 

 
（発言なし） 

 
【山口委員長】 

県立多治見病院から、御意見等はあるか。 
 

【県立多治見病院 近藤理事長兼院長】 
特になし。 

 

【山口委員長】 
県立多治見病院の評価（意見）について、異議なしということで、原案のとおり知事に提出す

ることに決定した。 

 

【山口委員長】 
県立下呂温泉病院の評価（意見）について、御意見・御質問はあるか。 

 
（発言なし） 

 
【山口委員長】 

県立下呂温泉病院から、御意見等はあるか。 
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【県立下呂温泉病院 大平理事長兼院長】 
特になし。 

 

【山口委員長】 
県立下呂温泉病院の評価（意見）について、異議なしということで、原案のとおり知事に提出

することに決定した。 

 

［総括］ 

【山口委員長】 

最後に、会議の全体を通して、何か御意見・御質問はあるか。 

 
（発言なし） 

 
 

以 上（終了時刻 １５：３０） 


